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福祉用具施策の動向について   



福祉用具について  

【制度の概要】  

○福祉用具は、「要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練の  
ための用具であって、日常生活の自立を助けるもの」としており、以下のものを対象種目として厚生  
労働大臣告示で定めている。  

福祉用具貸与   特定福祉用具販売   

対象種目  ・幸いす（付属品含む）・特殊寝台（付属品含む）   ・腰掛便座  ・特殊尿器  

・床ずれ防止用具   ・体位変換器   ・入浴補助用具（入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内い  

・手すり  ・スロープ   す、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ）  

・歩行器  一歩行補助つえ   ・簡易浴槽  

・認知症老人排個感知機器  ・移動用リフトのつり具の部分   

・移動用リフト（つり具の部分を除く）  

【給付制度の概要】  

① 貸与の原則   

利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用  
具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としている。  

②販売種目（原則年間10万円を限度）   

貸与になじまない性質のもの（他人が使用したものを再利用するこ中二心理的抵抗感が伴うもの  

使用によって形態・品質が変化し、再利用できないもの）は、福祉用具の購入費を保険給付の対象   
としている。  

③ 現に要した費用   

福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、  
保険給付における公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付する仕組みとしている。  

【福祉用具貸与の状況①】  

○ 請求事業所数は、平成18年以降減少を続けている。  
○一事業所当たり費用籠は、平成19年に減少したが、平成20年から再び増加に転じており、この  
要因としては、事業所数の減少により相対的に平均責用額が増加したためと考えられる。  

福祉用具貸与事業所数及び1事業所あたり  
平均額の推移   

（単位＝か所）  （単位：千円）  

福祉用具貸与の費用額の推移（介護予防を含む）   

（単位＝億円）  

13年度14年度15年度16年度17年度18年度19年度20年度  H13 H14 日15 H16 H17 H18 日19 H20 H21  

（各年4月現在）   



【福祉用具貸与の状況②】  

○福祉用具貸与件数は増加傾向にある一方で、1件あたり費用額（費用額÷件数）は、逓減傾向に   
ある。  

○ 福祉用具貸与件数の増加に伴い、1件あたり費用額は低下している。  

福祉用具貸与件数と1件あたり費用嶺の年次推移  福祉用具貸与件数と1件あたり費用額の相関  

（単位：円）  （単位：千件） （単位：円）  
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福祉用具貸与件数   

【福祉用具貸与の状況③】  

○軽度者（要支援1～要介護1）の状況を見ると、受給者数は全体の22＿1％となっており、費用額  

では10．7％となっている。  

福祉用具貸与の要介護別受給者数   

9．0万人  

‖8．6％）  

福祉用具貸与の要介護別費用額  

6．1億円  

（4．0％）  

2．5億円 7．7億円  
（1．6％） （5．1％）  

0％   20％  40％  60％   80％ 100％  0％   20％  40％  60％  80％ 100％  

盟要支援1曙要支援2国要介護1団要介護2  

国要介護3園要介護4囲要介護5  

囚要支援1圏要支援2団要介護1日要介護2  

国要介護3匠要介護4医要介護5  

（平成21年4月サービス提供分）   



【福祉用具貸与の状況④】  

○福祉用具貸与費のうち、幸いす（付属品を含む）と特殊寝台（付属品を含む）で、約75％を占めて  
いる。  

○要介護度別の種目毎の利用割合を見ると、種目毎、要介護毎にそれぞれしめる割合が異なること   
が分かる。  

福祉用具貸与の要介護度別・種目別の利用割合（平成21年4月サービス分）  福祉用具貸与の請求内訳  
要支援要支援要介護要護要雷護要誉護要雪護触  

1   2   1  

幸いす付属品  0．8％ 2．3％ 3．2％14．5％22．8％29．5％26・8％100％  

特殊寝台付属品 0．3％1．2％ 2．8％25．9％30．3％24・8％14・8％100％  

体位変換器  0．0％ 0．2％ 0．3％ 3．0％ 7．1％20．2％69・0％100％  

スロトープ  0．2％ 0．8％ 1．9％ 9．9％25．0％34．6％27．7％100％  

歩行補助つえ  5．0％15．1％14．8％30．1％23．4％10・1％1・6％100％  

移動用リフト  0．4％ 2．0％ 3．5％20．4％27．Z％26．0％20・5％100％  （平成21年4月サービス分）   

【福祉用具貸与サービスの状況①】  

○ 利用者の要請等に応じて行うこととしている福祉用具の使用状況の確認等について、約9害りの事  
業所において、6か月に一回以上の頻度で実施されている。  

○確認された使用状況について、約84％の事業所において、介護支援専門員に報告されている。  

少なくとも6か月に1回は、利用者の居宅を訪問し、  
福祉用具の使用状況の把握、メンテナンス、調整、  
交換等を行っている。  

介護支援専門員に、福祉用具の使用状況の確認結  
果を報告している。  

※ 介護サービス情報公表制度により登録されたデータを基に集計（平成20年7月時点）   



【福祉用具貸与サービスの状況②】  

○ 福祉用具ごとに製造年月・貸与日数等の履歴管理が行われている事業所は、全体の約64％で  

ある。  

○福祉用具の廃棄又は入替について、約65％の事業所では、一定の基準に基づいて行われてい  

る。  

福祉用具ごとの履歴の管理を行っている。  

福祉用具ごとに識別可能で、少なくとも製造（又は購入）年月、  いない  

件数、貸与日数（又は販売日）、故障及び修理の年月日並び 一  弘7％  

にその内容の記載がある福祉用具管理台帳等がある。  

し  

福祉用具ごとに洗浄及び消毒の状況を把握している。  
3  

※ 介護サービス情報公表制度により登録されたデータを基に集計（平成20年7月時点） 8  

【特定福祉用具販売の状況】  

○ 福祉用具販売費は、平成18年度に減少したが、平成19年度以降、再び増加に転じている。  

特定福祉用具販売の給付費（介護予防を含む）   

（億円）  

0％  20％  40％  60％  80％  100％   

固要支援1tヨ要支援2匝ヨ要介護1団要介護2  

因要介護3団要介護4因要介護5  

（平成21年4月支給決定分）  

9   

13年度14年度15年度16年度17年度1a年度19年度20年度  



【特定福祉用具販売の状況②】  

○ 特定福祉用具販売では、腰掛便座及び入浴補助用具で全体の約97％を占めている。  

○種目毎の利用割合を要介護度別に見ると、腰掛便座・入浴補助用具ともに軽・中度者の利用が中   
心となっている。  

特定福祉用具販売の請求件数内訳  特定福祉用具販売の要介護別・種目別利用割合  

要支援要支援要介護要雪護要言護要吉護要曾護紬  1    2   1  

7611440 2，4了0 3．285 2．978 1，568  54913．051   

5．8％ 11．0％ 18．9％ 25．2％ 2乙8％ 12．0ち  4．2％ 100％  

4   8    13  101  4  54  

寺殊尿器   
2．2  7．4  16．4  21．7  25．0聖  18．6  8，7  100   

2，729 4．081 軋146 5，672 4．173 1，844  650 25．295   

10．8％ 16．1％ 2413％ 22．4％ 16．5％  7．3％  2．6％ 100†i  
入浴補助用具  

4  

調易浴槽  
16．3  24、5亨′  4．1  4．19i  16．3頸  18．4  16．3  100   

24   35   63 107 123   98   96  547  
移動用リフトの  

つり具の部分  4．4％ 6，4％11．5％19．6％ 22＿5覧 ほ丁％ け6％100％  

（上段：販売件数、下段：構成割合）  

※ 介護サービス情報公表制度により登録されたデータを基に集計（平成20年7月時点）  

10  

福祉用具貸与費の種目別給付額と1件あたり平均利用額の推移①  

特殊寝台  幸いす付属品   幸いす  

l件あたり（円） 費用額（百万円）  

Hl） Hl－I†115  H18 H17 日l呂 H19 HヱO Hヱ1 Hヱ～j  

体位変換器  床ずれ防止用具  特殊寝台付属品  
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福祉用具貸与真の種目別給付額と1件あたり平均利用額の推移②  

手すり  スロープ  歩行器  
件あたり（円） 費用舗（百万円）   

1．ヱ（氾  

1．〔1X）  

設〕0  

〔00  

‘l（伯  

2〔0  

Hl：l H14  H15  H16 1117 1118 ト11∋  H二）O H？l Hノ～1  

歩行補助つえ  

l11｝  Hl・1 日15 1り6  H17  H18  H19  日20  Hヱ1 Hココ∃   

認知症老人排掴感知機器 

Hll HlノI Hlゝ H16 日17 1」18 H19 H20 Hコ1 H22j  

移動用リフト  

件あたり（円） 要用崩（百万円）  

Hl】Hl＜ Hl～ Hl♭ H17 日18 H19 H？O H21H223  ＝1】＝14 ＝15 ＝16 ＝17 ＝18 ＝19 H＝O H21H123  

出典‥介護給付費実態調査月報（各年4月サービス提供分）12  
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希望小売価格に対する費用額の状況  

○ 希望小売価格の平均と費用額がともに最高値であるのは移動用リフトであり、一方で、ともに最安  
値であるのは歩行補助つえである。 

○ 希望小売価格の平均に対する1件あたり費用額の平均は18βptであり、最高値は特殊寝台  
（34．9pt）であり、最低値は歩行補助つえ（8．5pt）である。  

【平均希望小売価格に対する1件あたり費用額（貸与）の状況】  

最高値  最小値  

1
件
あ
た
り
平
均
貸
与
費
用
額
 
 

乳000  

6，000  

4，000  

2′000  

0  

歩  

0  100′000  200．000  300．000  400′000  500′000  

平均希望小売価格  
※「平均値」．TAISに登録された希望小売価格の単純平均  
※「平均費用軌＝福祉用具貸与単位数÷件数（介護給付費実態調査平成22年3月）16  

国保連合会介護給付適正化システムの改修について  

【平成21年度介護報酬改定に関する審議報告】傍62回介護給付費分科会抜粋）   

福祉用具貸与の価格については、同一製品で非常に高績になるケース等（いわゆる「外れ値」）が一  

部存在していること等を踏まえ、競争を通じた価格の適正化を推進するため、製品毎等の貸与価格の  
分布状況等の把握・分析・公表や、介護給付貴通知における同一製品の貸与価格幅等の通知を可能と  
するなど、都道府県、市町村の取組を支援する。  

国民健康保険中央会より国保連合会介護給付適正化システムの改修  

・国民健康保険中央会のご協力のもと、国保連合会介護給付適正化システムを改修いただき、新た   

に検索条件等を拡充  

・当該システムの積極的な活用を要請したところであり、今後とも、介護給付費通知の発出等、競争   

を通じた価格の適正化に係る施策を推進するよう依頬  

（国保連合会介護給付適正化システムの改修における福祉用具の介護給付の適正化の推進につ   

いて（平成21年6月17日付事務連絡））  
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【保険給付の適正化】  

○ 平成21年8月、国保連合会介護給付適正化システムを改修し、検索条件等の拡充を実施。  
○ 給付費通知を発送（予定）する保険者は418か所であり、このうち改修による拡充機能を活用し、  

介護給付費通知を発出（予定）の保険者は101か所である。  

蜘  
○く） く）P増 く 液僅撰書暮号，4ク87光細u）  

C このお知らせは、あな†ニが斡期する製品と同じものの賃綱領の分布と 
あなたの菜綿綴が分布のとこに敗走するかを知っていただくためのものです．  

箪戒 R）泳r．）封 曾  

‖糾㌢上が－何周し′て祖主立一声移さ活用】  
【給付費通知発送状況】  

（∩＝936）  

圏発出した 眉発出予定 日検討中 匿発出予定無し  

【拡充機能活用状況】  

（∩＝418）  

ゆ 濃覇躯、あなたホ叫汲濁れ曹レンゲ払された静i二∫ま貞払いになっ死金牡と鵡痍増吋■筍倉鈴書さ裁暮してい  

■∫   I個¶■ヽ■、†！■t 

ゼ 慈の濃では▲あなたがサリていち樽札用員上嶋㌦＃鼻¢耳阜♯わーこつも，て、永司し義∬■痍＝■、機嬢蜜モホヤhめ   
馳鵡での、r農機常用躊く■も青も、嫡嶋】∴ 一線線費用麟く■もー真の鼻ゝ－綱目●；▼ r■Ⅹた媚犠、■も慕い   
蕩■）J、一撃均曾屑叫ヽ平均積1J蟄書していまナ 

撃た′鵜麟執ニー才、一也入舞一 ノンナナン六月河川丹ト‥わり削軋諷詠肇れている ■もあり一旗た－潰檜の少≠   

■ぺ■い■り】l｛■●●■－■▼L いt■■亡JLりいし ■●●●▲▲＞■■ 

残 グラフT臥斡一塊温¢惨ヰドついて、モーぞれの鯵≠■く岬ヽ：fこつ・、て、どねくらいヌちきれていろのか   
■■l一、「・I＝ ■†■1・I一●・，・●■■ t－1‥・‥G・▲■エ●■●■－一㌧lこ）1丁‘∫▲   

｝罵t！ん 

匿活用した 毘活用予定 日検討中 田活用予定無し   

■t■■hr－ ビ■■占■t●■t1■■J●■●L二▲l■▼p■．  

【給付費通知（イメージ）】   18  

福祉用具の研究開発  



福祉用具研究開発助成事業（財）テクノエイド協会で実施する補助事業（平成21年度まで）  

平成21年度予算額 213百万円  

用具の研究開発  研究開発に関する重点テーマ  

在宅又は施設において、日常生活、社会参加等を支援する  

用具の実用化研究開発   

ア 新技術・新材料を利用した研究開発   

イ 既存技術・既存材料を応用した研究開発   

り 既存製品（外国製品を含む）の研究開発   

工単機能製品を組み合わせた新システム製品  

の研究開発   

オ 生産工程を合理化するための技術開発  

平成21年度は、以下のテーマを重点的に研究  

砂排泄関連用具の研究開発  
②座位保持装置の研究開発  

採択件数の年次推移  （件）  

30  

25  

20  

15  

10  

5  

0   

（財）テクノエイド協会  

O「福祉用具の研究開発及び普及の促   

進に関する法律Jに基づく指定法人  

Or福祉用異の研究、開発等の推進、福   

祉用具の試験評価、情報の収集及び  

提供並びに義肢装具士の養成等を通  

じ、陣富者及び高齢者の福祉措進に各紛議暮弛（加重靭担〉  

与する。Jことを目的に設立  
≠抑制間＝＝閻  

芸 新涼法Åテクノエイト温会  

転讐讐  
紗  

勢和金（蝕或衰残滑〉  

渓  

…≠吊．…  平元 3  5  7  9 11 13 15 17 19 21   

※ 平成22年度以降は、独立行政法人福祉医療機構において実施  

最蒋社会為根茎  

社会福祉振興助成費補助金概要   

事業目的  

政策動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したきめ細かな活動等に  
対し助成を行い、高齢者・障害者が自立した生活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安心  

して成長できるよう必要な支援等を行うことを目的とする。  

独立行政法人福祉医療機構は、次の事業を実施するものとする。  
（1）先進的・独創的活動支援事業  

社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業、全国又は広域的な普及・波及を念頭に制度や  
施策を補完・充実させる事業   

→ 福祉用具の研究開発に係る事業＝平成22年度採択数12件（新規8件、継続4件）  
（2）地域活動支援事業  

社会福祉諸制度の谷間や制度外のニーズ、地域の様々な福祉ニーズに対応した地域に密着  
した事業  

（3）障害者スポーツ支援事業  

スポーツを通じ、障害者の社会参加を推進する事業  

21   



平成22年度 先進的・独創的活動支援事業 採択事業  

【平成22年度11件109，039千円】  

新成長戦略（平成22年6月18日間議決定）  

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）  
安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発を推進する。産  
官学が一体となった取組や、創薬ベンチャーの育成を推進し、新薬、再生医療等の先端医  
療技術、情報通信技術を駆使した遠隔医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用  
パーソナルモビリティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実用化を促進する。その前提とし  
て、ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫緊の課題であり、治験環境の整備、承認審査の  
迅速化を進める。  

一 新たな医療技術の研究開発・実用化促進  



福祉用具の安全性について  

○臨床的評価実施事業  

〔事業の概要〕  

福祉用具を必要とする人は、虚弱な高齢者・障害者が多く、特に高齢者による製品欠  
陥、誤使用による事故が急増している。   

単に福祉用具を製品として捉えたエ学的安全性の評価だけでなく、利用者の状態像や  
使用する環境にも着目した臨床的な観点で、安全性や使い勝手等を第三者機関が評価  
し、安全性、利便性に関する評価、公表及び情報提供を行う環境整備を推進する。  
〔評価方法〕   

■臨床的評価  

一福祉用具の特性のうち工学量に変換するのが困難なものを、専門職の臨床的経験  
に基づき評価  

一安全性、適応における問題点についてチームアプローチによる評価、合議制  
〔対象品目〕   

・手動牽いす・電動車いす（標準型・簡易型・ハンドル型）・特殊寝台  

※来年度以降、他の福祉用具についても評価対象の拡大を検討  

○利用者の安全性の確保の徹底  

・福祉用具の重大製品事故に関しては、適宜、消費者庁より公表されており、事故防止   
のため、その都度メールにで情報提供 う 福祉用具貸与事業所等への周知徹底   

■関係省庁と連携しつつ、販売メーカーや福祉用具貸与事業所等も含め一体となって取   
組む必要性  

25．   
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※「経済産業省（METl）重大製品事故公表」から抜粋（2007年5月14日～2009年08月11日）  
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福祉用具の標準化について  

1．福祉用具のJISマークの制定、普及   
福祉用具JISキーク品は手動幸いす、電動車いす、ハン  

ドル電動車いす、幸いす用可搬型スロープ、在宅用電動   
介護用ベッド、車いす用可搬型スロープ、入浴台、浴槽内   
すのこ、浴槽内いすの8品目（2010年4月現在）  

2．福祉用具のJIS規格制定  

27  



福祉用具臨床的評価事業  

1．臨床的評価事業の目的  

利用者が福祉用具を使用する場面（臨床）についての知見を有す   

る専門家及び障害の当事者の合議制により、安全性や操作機能性に   

関する評価基準に基づき、評価を実施し、認証された福祉用具の公   

表及び情報提供を行う事業。  

2．評価対象の種目  
（認証マーク）   

※ 受審するためには、JISマークの認定を受けていることが要件となる  

3．評価の体制   

申請された製品の評価は、厚生労働省が委託した評価機関において、エンジニ   
ア、OT・PT、適合経験者、当事者により構成されるチームにより行う。  

平成21年度は、第1号として41件（全て特殊寝台）の臨床的評価の  
認証を行った。  

福祉用具臨床的評価事業の全体イメージ  

福祉用殊メーカー・暢人事真書  

29   



【福祉用具の重大製品事故情報の提供】  

○ 消費者庁が公表した重大製品事故情報のうち福祉用具に係るものについて、厚生労働省から  

都道府県に対して情報提供を行うとともに、都道府県及び市町村から管内の関係団体や事業者に  
対する情報提供を依頼。  

○ 情報提供の状況について調査を行ったところ、関係機関等に対する事故情報の情報提供状況  
は、都道府県41か所（87％）、市町村614か所（39％）であった。  

● 事故情報を関係機関等へ適宜情報提  ● どこに情報提供を行っているか。（複数回答あり）   

供してるか  

都道府県（∩＝41）   市町村（∩＝614）   

情報提供先  実施数  割合  実施数  割合   

用具貸与・ケアマネ事業所  21   51％  466  76％  

用具貸与事業所   13  32％   43   7％  

ケアマネ事業所   2％  277  45％  

どちらも送付   7  17％   146  24％   

その他の事業所  5  12％  187  30％   

介護保険施設  27％  200  33％   

利用者  0   0％   12   2％   

その他  12  29％   53   9％   

n＝1587  

（平成21年12月1日時点）30  

【福祉用具貸与事業者における安全対策等への取組み状況】  

○ 福祉用具の利用にあたっての事故防止のための注意事項について、約3割の事業所では、説明  
を行ったことが確認できなかった。  

○ 福祉用具の事故防止等に係る従業者に対する研修が行われている事業所は、約5割である。  
○ 介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に対応する損害賠償保険について、  
94％の事業所で加入されている。  

福祉用具の利用に当たっての、事故防止のための注意  

事項について、利用者又はその家族に説明している。  

福祉用具の利用に当たっての、事故防止のための注意事項に  

ついての説明を行ったことが確認できる文書に、利用者又は  

家族の署名がある。  

事故防止、事故発生、福祉用具の故障等利用者の居宅  

における緊急時の対応に関する従業者に対する研修を  
行っている。  

※ 介護サービス情事艮公表制度により登録されたデータを基に集計（平成20年7月時点）31   



′う、くせん  
全国福祉用具専門相談畏協会   

全国福祉用具専門相談員協会が開発した標準様式  

「福祉用具個別援助計画書」のご案内  

～福祉用異を最も効果的に提供するために～  

福祉用異サービスには、個別援助計画の作成は義務付けられていませんが、  

サービスの質の向上には作成が必要という考えが広まり、現在、全国各地で計  

画書を作成する取り組み桝曽えています0そこで、ふくせんでは、このような取  

り組みを支援し、関係者が質の高い計画書を作成しやすいよう、T縮疋用兵個別  

援助計画書 標準様式」を開発しました。福祉謁異関係者の皆様には、ぜひこの  

標準様式を使って、計画書を作成していただければ幸いです。また、自治体ご担  

当者、ケアマネジャー、介護関係者の皆様には、ぜひこの標準様式をご覧頂き、  

計画書の意義をご理解頂ければ薄いです。   



■  ご相談内到相談者 本人との続柄 相談日  

・ケアマネジャーとの相言  ヶァマネジャーとの醐  

該当するものを広または■に塗りつギす  

身長 ノ㌦Ⅰ体重 H 他のサービス‡  

いでできる口何かにつかまればできる□できない  
利用状況亨  

i  

いでできる□何かにつかまればできる□できない  一  

いでできる□何かにつかまればできる□できない  

現在利用しているもの  

移立（介助なし）口見守り等口朝助□全介助    制限 麻痺 

座位‡ロできる□自分の手で支えればできる□支えてもらえればできるロできない    疾病董  鳩記事項 

H  

認知症の日常生活自立度 

よって、で  
特記事項 気付いたADLの情報、例えば 邑馳誼、ぎ話芸悪賢  ！ 服薬状況など   

M   

酢∵l・・  

＿J  

し．．＿  口戸建（持家）□戸建（賃貸）ロ分譲集合住宅  

ご本人様及  ロ賃貸集合住宅（公営・民間）□その他（）  

び  人  例：段差の有無など  

ご家族の  

生活に  

対する意向  

族  必要に応じて記載  

ヶァプランを転記  

特に留意点が必要な項目に岳  
または■に塗りつぶす  



、・・・．、・：－ →   

福祉用異選定に必要な利用者情報を左半分にまとめた。右には、それら  

の情報に基づき福祉用異利用目標、選定理由、具体的な福祉用異の機  

種、利用に際しての留意点を記載するようにして、1枚の書式にした。   

1枚の書式にしたのは、記載にかける福祉用具専門相談員の事務負担を  

極力減らすため。なおかつ、ケアプランの目標、利用者の身体状況などは  

きちんと確認してもらうために、様式に盛り込んだ。   

支援経過や機種変更の際は、別途の記載になる。   

計画書は、利用者・家族、ケアマネジャーに渡すとともに、サービス担当  

者会議などでの活用を意図した。ただし、右の「利用計画書」のみ利用  

者・家族に渡すことも可能としている。   

今後、現場で使用し、その意見をとりいれて修正していくこともある。実  

践の場で多くの福祉用異専門相談員に使用してもらい、信頼できる福祉  

用異貸与サービスの質向上を促す。  

．  ▲．、   Ji   

本会では、個別授助計画の作成が、福祉梢典貸与サービスの賀を神保し、かつ福祉用具  

馴つ相談員の剖－リ性を高めるためには欠かせない椒l）組みと判断しました．，そこで、以下  

のとおり専門委員会を設置r 標準様式の開発を布いました。今後は、更なる改良を加えて  

バージョンアップしていきます また、．汁画作成のための研修も戸足しています 

「福祉用異個別援助計画書」検討委員会名簿  

●委員長   

棄畠弘子（本会理事、福祉ジャーナリスト、国際医療福祉大字大学院博士課程）  

●委 員   

畔上力椚七子（本会副会長、株式会社工イゼット代表取締役）／岩元文雄（本会理事、株   

式会社カクイックスウィング代表取締役社長）／酒井博人（本会理事 綜合メディカ   

ル株式会社代表取締役社長）／／／村尾俊明（本会理事、財団法人テクノエイド協会常務   

理事）／／山下一平（本会会長、株式会社ヤマシタコーポレーション代表取締役社長）／   

渡違慎一（本会理事、社団法人日本作業療法士協会福祉用異委員会委員長）  

●オブザーバー   

今村健司／根本順一郎／山本隆裕（以上3名、本会会員）   



福祉用具の利用に関して、目  
的、理由、留意点を記載した利  
用計画書になるもの  

扱 つ  頒覿剛岬際躯凄料紘療敷  
⊂  
＿寸  

品目  1単一空軋  

機種（型式）   
、巽恵理由     】さ疋  

本  

人  

＿寸  

家  

疾  

「  
利用目標を達成するために具体的な機種を選定する。  

召  
その選定理由を記載する。  

汁  

酉  
仙一棚－】 

D  

年  仰山 
度  

」＿′  

⊂  

も  

可  
－ 1蒜れる蒜  

選定福祉用異搬入（予定）日；／  留意点  

福祉用異レンタルのサービス   

□福祉用異取扱い説明  
ご利用者・ご家族が読んでわかるように略語は使わない   

≪記載例≫   

・操作説明はご家族だけでなく、普段使われるヘルパーさん  
にご理解いただけるようにする   

・ベッド柵は、ご本人が退院した時点で改めて検討する  

□福祉用異フィツテング（適合状況評価）  

□福祉用冥利用状況確認（訪問・電話・目標評価 等）  

口福祉用異定期点検・メンテナンス  

ロサービス担当者会議  

□状態変化時の機種交換（再アセスメント）  

□入院・入所・不必要時等の福祉用異回収・搬出  

□相談  

ロ緊急時対応  

以上、福祉用異個別援助計画書に墨っき、サービス提供を行います。  

住所：   



′う、くせん  
皇国福祉用呉専門相談員協会  

「ふくせんモニタリングシート（訪問確認書）」  

（試行版）のご案内   

ふくせんモニタリングシートは、先に開発した「福祉用具個別援助計画書標準様式」と対  

になるものです。福祉用真の利用の中で計画から実施、確認・評価、再検討というPDCA  

サイクルを回すためのPが「福祉用具個別援助計画書標準様式」であり、Cがふくせんモニタ  

リングシートになると考え、試行版として開発いたしました。今後、現場の皆様の声やご意見  

をいただき、さらによりよいものにしていく所存です。   

福祉用具関係者の皆様には、ぜひこのシートをつかって、利用後のモニタリング・訪問  

確認をしていただければ幸いです。また保険者、ケアマネジャー、介護関係者の皆様には  

質の高い福祉用異サービス提供のために福祉用異個別援助計画書とモ＝タリングシート  

の普及に今後ともご理角牢を賜りますようお願い致します。   



管理番号・00000  

全国福祉用具専門相談員協会（220版）   



i†主・′・・－・ヱミ1・・・・  

福祉用具利用後の状況の確認、変化を見る  

福祉用具個別援助計画書に記載した利用目標の達成について検証  

利用者の新たなニーズの発見  

ケアマネジャー、他サービス事業者との情報共有化  

「介護サービス情報の公表」などの確認の際の記録として   

モニタリンクシート研究開発プロジ工クト委員名簿   

⑳委員長   

白澤 政和 本会理事、大阪市立大学大学院生活科学部教授   

⑳副委員長   

乗畠 弘子 本会理事、博士（医療福祉経営学）、福祉ジャーナリスト  

⑳委  員   

岩元 文雄   

加島  守   

西野 雅信   

野村 幸司   

肥後 一也   

渡遵 慎一  

本会理事、株式会社カクイックスウィング代表取締役社長  

高齢者生活福祉研究所所長、理学療法士  

干葉県福祉ふれあいプラサ介護実習センターサブマネージャーニ専門職対象研修担当  

株式会社ヤマシタコーポレーション、福祉用異専門相談員  

株式会社カクイックスウィング、福祉用具専門相談員  

本会理事、横浜市総合リハビリテーションセンター医療部理学・作業療法課課長   



記入のしかた  

【お話を伺った人】  

【次回予定日】  誰から聞いたのかを明確にするため、□その他（  ）の  
次の予定を入れる。だいたいの目安なら  カツコにホームヘルパーAさんなどと記載。  ご本人とご家族から   

管理番号00ロ00  

有無「十奮重罰  

お話を伺ったときは両方に材（チェック）を。  00日ごろと入れる。   

日 AM PM  
年   月  日  

コご本人  ロご家族 ロその他（  

利用者氏名  認膏舶闇  

【点検】  

点検が済みの場合は、【点検結果】で  

問題があったかどうかを厨′（チェック）  

利
用
目
標
 
 

利用開始日  使用状況 の問題  点検   
点検  
結果 備 考   

ロなし    □済  □問題なし  
□あり    □未  □問題あり   

記  

別  
□未   

ロなし    ロ済  口問題なし   

【生活状況の変化】  

□あり    □未  口問題あリ   
デイサービスに行くようになった。  

入浴回数が増えた等、生活の中での   

リングからの変化  □あり    ロ未  口問題あり  変化を見る。  

ロ未□問題あり  

一口あリ l   l  t   

止用具（品目）  

機種（形式）  

【利用目標】  
個別援助計画書に  

訪問確認時は、個  

持参する。  

生活状況の変化  
ロ改善 ㌔【ご家族の状況】  身イ本状況の変イ  

【お気持ちの変化】  

前向きになった等。  

介護をしている奥様が夜間  
□なl  
］以雷  の介護で疲れている等。  

□悪化  
お気持ちの変化  ご家族の状況の変化  

【
使
い
に
く
さ
】
 
 

押
し
に
く
い
。
使
い
方
が
難
し
い
等
。
 
 

使用中に困ったこと  【使用中に困ったこと】リフトの使い方を忘れた等、ご利用者・ご家族が話した  

内容とそれが何の福祉用異かを明確にするため「品目」も入れる。   

【使用中に困ったこと】、【使いにくき】、【満足度】、【ご利用者・ご家族の希望】は、  

専門相談員が見た判断ではなく、ご利用者・ご家族の訴えや意向を書く。  

□なし ロー部あり □あり  使いにくさ  

J）両足  

□どちらとも  

□不満足  
【目標達成度】【今後の方針】【見直しの必要性】  

個別援助計画書の利用目標が達成されているかを記載。ご利用者・ご豪族  

の希望も伺った上で総合的に見た結果を【今後の方針】に記載。【今後の  

方針】の上段に書かれた「再説明」など該当箇所に○をするとともに、  

ご利用者，ご家族  
の希望（自由記載）  

目標達成度  呂妄霊漂成方針を書く。【福祉用異見直しの必要性】の有無に画チェック）をD  
再アセスメント  

利用福祉用具の見 ロなし  
直しの必要性  □あり  今後の方針  

管理番号：00000  

専門相談員による総合確認の結果（自由記載）  以上、利用後の口訪問確認□電話確諦をいたしました  

年  月  日  【総合確認の結果】  

「現在お使いのベッド・柵のほかに立ち上がり支援の用具が必要  

と思われますので、ケアマネジャーAきんにご連絡をしたいと思い  

ます」など。【今後の方針】、【見直し】についてのほか、使用  

時の注意など記載。   

ご本人、ご家族に渡す部分なので、わかりやすく。  

【□訪問 口電話】  

訪問確認を原則とするが、状況に  

よって、電話で確認した場合は  

電話に固′（チェック）を。  

作成者：  こ
こ
か
ら
以
下
は
、
 
 

ご
本
人
・
ご
家
族
に
渡
す
。
 
 

全国福祉用具専門相談員協会（220腰）   
各法人・各事業所において本確認書に加筆修正して使用する場合は、  

「全国福祉用異専門相談員協会（22．0版）」は削除して使用  



■  

平成22年7月23日  

福祉用具における保険給付の在り方に関する意見書  

日本福祉用具・生活支援用具協会（JASPA）  

会長 木村  憲司   

日本福祉用具・生活支援用具臨会（以下JASPAという）は、福祉用具の製造事業者を中  

心に、流通及びその他関連する事業者で構成されています。JASPAでは、福祉用具のJIS  

規格策定等、安全性のハ｝ド面の向上と用具の選定や適合性・使い方・利用環境の整備等  

のソフト面の向上を図る両面の活動を行っています。  

JASPAでは、福祉用具によるサービスが介護保険制度本来の目的である利用者の自立支  

援及びQOLの向上に役立っていると自負しておりますが、今般の（財）テクノエイド協会  

実施の「福祉用具サービス利用実態有効性調査研究」のデータによりますと、利用効果・  

満足度調査において、利用者からの評価は5段階評価の4点前後であり、m一定の評価をい  

ただいていると理解しております。その結果に満足することなく、今後、介護職の人材確  

保が困難になっていく中で、マンパワーの代替及び介護労働者の環境整備の面から、福祉  

用具の役割と責任は非常に大きいと感じております。  

JASPAでは、「福祉用具は、『製品』と『ソフト』とが一体となって初めて商品として有  

効に利用される。」と考えており、「ハ…ド」と「ソフト」の両面からのサービス向上がJASPA  

の使命と考えています。JASPAとしての取組の現状と今後に関する意見を下記のとおりご  

報告いたします。  

記  

1．福祉用具のJIS規格策定の現状及びJISマーク等の安全指標の普及について  

平成19年の消費生活用製品の重大事故公表・報告制度の実施以来、国民から福祉用   

具の安全性について重大な関心が寄せられており、JASPAでは、福祉用具の安全性の   

確保のひとつとして、JIS原案の策定作業を早めるとともにJISマークの認証の取得促   

進を図っています。  

具体的には、介護保険対象品目については優先的にJIS原案を策定してきました。   

既にJIS規格制定済みのものは15品目（注1）となっています。今年度JIS規格とな   

るものは4品目（注2）となっています。また、現在JIS原案を検討中のものが6品  

目（注3）となっています。  

JASPAでは、福祉用具の事故防止のためには、まずJIS規格を策定し、それに基づ   
いた製品を開発するだけではなく、JISマーク認証の取得を促進し、如何に利用者等に   



■  

周知するのかが重要であると考えています。   

つきましては、JASPAとしてもJISマークの利用者への啓発活動に力を注いで参り  

ますが、国としてもJISマーク認証製品の利用を促進するために、制度的或いは運用  

面でのご支援をいただきたいと考えています。  

2．介護保険に対する要望  

（1）軽度者に対する例外措置の簡素化について  

軽度者に対する福祉用具の利用は、本人の自立心を維持し、重度化を防ぐ面から  

もその役割は非常に大きいといえます。平成18年度の介護保険改正により、一部  

の軽度者については原則利用できない福祉用具も例外措置によりその利用が認め  

られるようになりましたが、手続きの面倒さやその例外措置が十分周知されていな  

いことから、潜在的に需要がありながら利用されていないケースがあると問いてお  

ります。  

つきましては、例外措置の手続きにつきましては、できるだけ簡略化し、例外措  

置を介護支援専門員に周知・徹底いただきますようお願いいたします。  

（2）介護従事者の腰痛等の職業病予防のための福祉用具の利用の促進  

介護従事者の腰痛問題は深刻化しているものの、介護従事者の要介護者の持ち上  

げ行為の危険性についての認識は低いように思われます。少子高齢化が進み、介護  

従事者の確保がむずかしくなっていくなかで、労働災害を増やさないという側面か  

ら、介護リフト等の福祉用具の利用促進について関係者への教育・啓発に努めてい  

ただき、それらの法制化を視野にご検討をお願いいたします。  

（3）福祉用具サービスの貸与・販売の考え方  

福祉用具サービスの貸与種目と販売種目の区分の大幅な変更は業界に対する影  

響が大きいので原則的に現状の制度を変更しないようお願いいたします。  

平成10年8月の第14回医療保険福祉審議会における「介護保険制度における福  

祉用具の範囲（7原則）」と「居宅福祉用具購入費（販売）の対象用具の考え方」の  

とおり、身体の状況、介護の必要度の変化などに応じて交換できるという点から原  

則貸与とし、販売対象品は転売や中古品の流通の可能性が極めて低い「再利用に対  

する抵抗感の伴うもの」「形状変化が生じるもの」に限るという考え方について次に  

述べる理由により賛同いたします。  

①福祉用具を安全に利用していただくためには、アフターメンテナンス、定期点  

検・整備を必要としますが、これだけでなく廃棄の面からも貸与サービス事業  

者が所有者である貸与サービスが有効であると考えます。貸与サービスで扱う  

福祉用具は、販売品が行っている製品の種類毎の管理ではなく、個々の貸与品  

毎の個別管理を採用している貸与事業者が多く、製造事業者から一部の製造ロ  

ットで不具合などが生じた場合であっても、利用者の特定と対応を速やかに対   



応できます。  

②貸与サービス事業者は、複数のアイテムの在庫を有している場合が多く、選定   

の段階で複数のアイテムを利用者宅等に持ち込んで試して選定するため比較的  

適合のレベルが高いと考えます。（財）テクノエイド協会の「福祁二用具サービス  

利用実態有効性調査研究」において、初回フォロ｝で約4分の1が用具変更して   

いる実態は貸与サービスであるからこそできるものと考えます。  

3．福祉用具の有効性の検証の推進  

介護保険制度で利用される福祉用具は、マンパワー介護サービスを代替する機能を  

もっていますが、実際の利用効果についての検証や、新たな福祉用具の開発について、   

産官学の共同研究の機会を作っていただきますようお願いいたします。  

（注1）手動車いす、電動車いす、ハンドル形電動車いす、木製松葉つえ、車いす用可搬形  

スロープ、家庭用段差解消機、在宅用電動介護用ベッド、電動立ち上がり補助い  

す、リフト、静止型交換マットレス、圧切り替え型マットレス、入浴台、浴室内  

すのこ、浴槽内すのこ、浴槽内いす  

（注2）ポータブルトイレ、入浴用いす、和洋変換便座、体位変換機  

（注3）歩行車、歩行器、エルボクラッチ、他点っえ、ベッド用テーブル、腰掛便座  

以上   




